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令和５年４月第１６２回定例  農業委員会総会議事録 

 

令和５年４月１０日（月） 

JAグリーン近江八幡東支店 大会議室 

 

 

日 程 

 

     第１  会議録署名委員の指名 

 

第２  議案上程 

 

 

議第６３３号   農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議第６３４号   農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議第６３５号   農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議第６３６号   事業計画変更の承認申請について 

 

 

報告第３９１号  その他の専決報告について 
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開会 午後１時３０分 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 委員の皆様ご苦労様です。 

 それでは、早速ですが定刻となりましたので、令和５年４月第１６２

回定例総会の開会をお願い致します。 

また、会議規則第５条の規程により会長が議長となりますので

●●会長よろしくお願いします。 

 

みなさん、こんにちは。今週は天候も良く農作業等、お忙しい

ところ、ご参集をいただきありがとうございます。 

 

それでは、近江八幡市農業委員会会議規則に則り進行させてい

ただきたいと思います。 

 本日は、全員ご出席ということで、会議規則第６条により、委

員の過半数が出席しておりますので、４月総会が成立しているこ

とを報告いたします。 

それでは、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に

基づき、令和５年４月第１６２回定例総会を、ただ今から開催し

ます。 

 

先ず、日程第１ 会議録の署名委員の指名ですが、 

     ３番  ●●●●委員 

     ４番  ●●●●委員 

のご両名を指名しますのでよろしくお願い致します。 

 

次に、日程第２ 議案の上程に入ります。 

議第 ６３３ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについてを議題といたします。事務局の議案説明

を求めます。 

 

 議第６３３号、農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、を議案朗読及び説明させていただきま

す。お手元の地図を合わせてご覧ください。 

 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の

決定を求める。令和５年４月１０日提出、近江八幡市農業委員会

会長、●●●●。 
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 番号１、土地の所在地、安土町香庄●●番、登記地目、現況地

目とも田、登記面積453㎡、同じく安土町香庄●●番、登記地目、

現況地目とも田、登記面積1,443㎡、２筆合わせて1,896㎡にな

ります。世帯の経営面積、渡人35.3アール、受人0アールで今回

の申請面積18.9アールとなります。渡人につきましては、安土町

香庄●●番地、●●●●、受人につきましては、安土町下豊浦●

●番地、●●●●、契約内容は売買、譲渡理由につきましては、

管理困難、譲受理由につきましては、新規就農でございます。受

人につきましては、申請地において、サボテン、アガベ等観葉植

物を栽培される予定です。これまで、自宅のハウスで栽培し、ネ

ット等での販売もされていましたが規模を拡大したいと考え申請

地であるガラス温室の存在を知り、購入することになりました。 

この申請地は、渡人がバラを栽培していましたが、現在は、病

気のため栽培されなくなり、ガラス温室にツルが生い茂り、遊休

農地化していました。 

このため、受人が今回の申請に当たり、ガラス温室の整理をさ

れ、原状回復をされております。 

栽培技術については、既に栽培されており、ネット等での販売

実績があることから、問題ないと考えます。販売計画については、

ネット、園芸センター、マルシェ等で販売する予定です。栽培に

従事するものとして、受人とその妻の２人で行い、当初は、現在

の仕事と兼業でされますが、軌道に乗ってきたら、専業でされ、

更に規模を拡大したいとの意欲を持っておられます。 

 番号２、土地の所在地、安土町東老蘇●●番●、登記地目、現

況地目とも田、登記面積1,906㎡、世帯の経営面積、渡人23.6

アール、受人12.7アールで、今回の申請面積を合わせますと31.

7アールとなります。渡人につきましては、安土町石寺●●番地、

持分４分の１、●●●●、受人につきましては、桜宮町●●番地、

持分４分の１、●●●●、契約内容は売買、譲渡理由、譲受理由

とも共有農地の持分移転でございます。地図をご覧ください。現

在、受人と記載されたガラス温室を平成２１年に●●さんから●

●さんが農地法第３条許可を受け現在所有しておりますが、今回

の申請地である各ガラス温室への通路である箇所を４名で共有し

ておりますが、その持分の４分の１が、当時●●さんから●●さ

んへ所有権移転されていないことが判明したため、現状に合わす
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議 長 

 

 

 

委 員 

ために今回申請されたものです。 

 番号３、土地の所在地、加茂町●●番、登記地目、現況地目と

も畑、登記面積211㎡、世帯の経営面積、渡人5.5アール、受人2

30.2アールで、今回の申請面積を合わせますと、230.7アールと

なります。渡人につきましては、加茂町●●番地、●●●●、受

人につきましては、加茂町●●番地、●●●●、契約内容は売買、

譲渡理由につきましては、管理困難、譲受理由につきましては、

隣接農地を所有ということで一体利用されます。 

 番号４、土地の所在地、若宮町●●番●、登記地目、現況地目

とも田、登記面積195㎡、世帯の経営面積、渡人19.0アール、受

人80.8アールで、今回の申請面積を合わせますと82.7アールと

なります。渡人につきましては、中村町●●番地●、●●号、●

●●●、受人につきましては、若宮町●●番地●、●●●●、契

約内容は売買、譲渡理由につきましては、管理困難、譲受理由に

つきましては、隣接地農地を所有ということで一体利用されます。 

 番号５、土地の所在地、安土町常楽寺●●番●、登記地目、田、

現況地目、畑、登記面積115㎡、世帯の経営面積、渡人2.1アー

ル、受人50.3アールで、今回の申請面積を合わせますと51.4ア

ールとなります。渡人につきましては、安土町常楽寺●●番地、

●●●●、受人につきましては、安土町常楽寺●●番地、●●●

●、契約内容は売買、譲渡理由につきましては、管理困難、譲受

理由につきましては、相手方の要望で申請地南側が受人の住居と

なります。 

以上の農地法第３条第１項の案件全てにつきまして、「農地法

第３条審査書」に基づき、農地法第３条第２項第１号のいわゆる

全部効率要件、農地法第３条第２項第４号の常時従事要件、農地

法第３条第２項第６号の周辺地域との調和条件（及び農地法第３

条３項）に照らし許可しうるものと判断し、議案とさせていただ

きました。ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 ありがとうございました。 

 議題といたしました案件の中で、確認をされました担当委員の

方で追加及び補足説明等がございましたら、発言をお願いします。 

 

（特になしの声） 
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議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に補足説明もないようですので、皆様にお伺いいたします。 

 質問や意見はございませんか。 

 

   （特になしの声） 

 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

議第 ６３３ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについてを原案どおり許可することに異議ござい

ませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

 ご異議なしと認めます。 

よって、原案どおり許可することに決定いたします。 

 

それでは次に、議第 ６３４ 号、農地法第４条第１項の規定によ

る申請に対し、許可をすることについて、及び、議第 ６３５ 号、

農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることに

ついてを、議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

 議第６３４号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、を議案朗読及び説明させていただきま

す。 

 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の

決定を求める。令和５年４月１０日提出、近江八幡市農業委員会

会長、●●●●。 

 番号１、土地の所在地、船木町●●番、登記地目、畑、現況地

目、宅地、届出面積115㎡、申請人につきましては、船木町●●

番地、●●●●、申請地は、船木町の集落内の農地で、街区中の

宅地率が４０％を超えますことから、農振白地の第３種農地と判

断をいたしました。転用目的は、一般住宅で、現地は昭和４４年

頃に造成され、既に住宅として利用されております。今回、土地

の整理をしたところ、当該地が転用できていないことが判明した

ために、申請されたものです。てん末案件ではございますが、立
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地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 番号２、土地の所在地、江頭町●●番●、登記地目、田、現況

地目、宅地、届出面積158㎡、申請人につきましては、小田町●

●番地、●●●●、申請地は、江頭町の集落内の農地で、上下水

道が埋設された道路の沿道で、おおむね500ｍ以内に「北里小学

校」・「北里幼稚園」の教育施設が２つ以上ありますことから、

農振白地の第３種農地と判断をいたしました。現地は昭和６２年

頃に造成され、既に農業用倉庫として利用されております。今回、

申請人の息子さんが住宅を建築するにあたり、当該地が転用でき

ていないことが判明したために、申請されたものです。てん末案

件ではございますが、立地基準上やむを得ず許可できるものと判

断をいたしました。 

 続きまして、議第６３５号、農地法第５条第１項の規定による

申請に対し、許可をすることについて、を議案朗読及び説明させ

ていただきます。 

 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の

決定を求める。令和５年４月１０日提出、近江八幡市農業委員会

会長、●●●●。 

 番号１、土地の所在地、東川町●●番、登記地目、現況地目と

も田、届出面積2,617㎡、渡人につきましては、東川町●●番地、

●●●●、受人につきましては、東川町●●番地、●●●●株式

会社、代表取締役、●●●●、申請地は、東川町の集落内の農地

で、街区中の宅地率が４０％を超えますことから、農振白地の第

３種農地と判断をいたしました。契約内容は、売買です。転用目

的は、露天資材置場で、現在使用している資材置場が手狭になっ

たことから、事務所に隣接している当該地を選定されました。今

回の申請にあたっては、西側の隣接農地の土地所有者から同意は

得られなかったことから、理由書を添付いただいております。何

度も交渉を試みたものの、隣接土地所有者が作成した念書に同意

しないと隣接同意はしないとのことでした。申請人も境界から３

０cm後退するなどの配慮をされ、念書について、話し合いの場を

設定されましたが、当日欠席され、話し合いは不調に終わった経

緯があります。隣接同意は、農地法上の法定書類ではなく、転用

行為を隣接者に予め知っていただくという意味で添付をもとめて

いるものであり、農地法施行規則第３０条で規定する法定書類が



 - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全て添付されておりましたので、事務局としては受付をしたとこ

ろです。土地の利用計画としては、事務所用地の高さに合わすた

め約１ｍの盛土により造成し、隣接農地の境界から３０cm後退

し、L型擁壁により土砂の流出を防ぎます。雨水については、国道

８号側に勾配を取りますが、砕石処理されることから、基本地下

浸透で処理されることから、周辺農地への影響はないと考えます。

以上、立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしまし

た。 

 番号２、土地の所在地、長光寺町●●番●、登記地目、現況地

目とも畑、届出面積515㎡、渡人につきましては、神奈川県厚木

市まつかげ台●●番●号、●●●●、受人につきましては、西本

郷町西●●番地●、株式会社、●●●●、代表取締役、●●●●、

申請地は、長光寺町の集落内の農地で、近江鉄道武佐駅からおお

むね３００ｍ以内にある市街地化した区域にありますことから、

農振白地の第３種農地と判断しました。契約内容は、売買です。

転用目的は、露天駐車場で、今回申請地北側の家屋も購入された

ため、その駐車場として利用される予定です。立地基準上やむを

得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 番号３、土地の所在地、加茂町●●番、登記地目、現況地目と

も田、届出面積1,057㎡、渡人につきましては、加茂町●●番地、

●●●●、同じく加茂町●●番、登記地目、現況地目とも田、届

出面積1,223㎡、渡人につきましては、加茂町●●番地、●●●

●、同じく加茂町●●番●、登記地目、現況地目とも田、届出面

積427㎡、渡人につきましては、加茂町●●番地、●●●●、以

上３筆2,707㎡の受人につきましては、友定町●●番地●、●●

●●株式会社、代表取締役、●●●●、申請地は、加茂町の集落

内の農地で、街区中の宅地率が４０％を超えますことから、農振

白地の第３種農地と判断をいたしました。契約内容は、売買です。

転用目的は、建売分譲住宅１０区画１０戸で、県道２号線が近く、

交通の便が良く、小学校も徒歩圏内にあり、生活環境が優れてお

り、住宅需要があるため当該地を選定されました。立地基準上や

むを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 番号４、土地の所在地、野田町●●番●、登記地目、畑、現況

地目、宅地、届出面積251㎡、貸人につきましては、野田町●●

番地、●●●●、借人につきましては、野田町●●番地、●●●
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●、申請地は、野田町の集落内の農地で、街区中の宅地率が４０％

を超えますことから、農振白地の第３種農地と判断をいたしまし

た。契約内容は、親子間の使用貸借です。転用目的は、農家住宅

で、現地は昭和５４年頃に造成され、既に農業用倉庫として利用

されております。今回、受人の農家住宅を建築するにあたり、当

該地が転用できていないことが判明したために、申請されたもの

です。立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしまし

た。 

 番号５、土地の所在地、友定町●●番●、登記地目、現況地目

とも田、届出面積330㎡、同じく友定町●●番●、登記地目、現

況地目とも田、届出面積224㎡、２筆合わせて554㎡でございま

す。渡人につきましては、神奈川県厚木市まつかげ台●●番●号、

●●●●、受人につきましては、西本郷町西●●番地●、株式会

社、●●●●、代表取締役、●●●●、申請地は、友定町の集落

内の農地で、近江鉄道武佐駅からおおむね３００ｍ以内にある市

街地化した区域にありますことから、農振白地の第３種農地と判

断しました。契約内容は、売買です。転用目的は、貸露天駐車場

で、近隣企業の社員駐車場として貸し出される予定です。立地基

準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 番号６、土地の所在地、若宮町●●番●、登記地目、現況地目

とも田、届出面積14㎡、渡人につきましては、東近江市能登川町

●●番地、●●●●、外１名、同じく若宮町●●番●、登記地目、

田、現況地目、宅地、届出面積178㎡、同じく若宮町●●番●、

登記地目、現況地目とも田、届出面積176㎡、同じく若宮町●●

番●、登記地目、現況地目とも田、届出面積180㎡、渡人につき

ましては、若宮町●●番地、●●●●、以上４筆548㎡の受人に

つきましては、若宮町●●番地、●●●●株式会社、代表取締役、

●●●●、申請地は、若宮町の集落内の農地で、住宅が連たんし

ている区域にありますことから農振白地の第３種農地と判断をい

たしました。契約内容は、売買です。転用目的は、露天駐車場で、

近隣にある分譲宅地の見学者の駐車場として利用される予定で

す。立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 番号７、土地の所在地、若宮町●●番●、登記地目、現況地目

とも田、届出面積555㎡、渡人につきましては、中村町●●番地

●、●号、●●●●、受人につきましては、若宮町●●番地、株
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議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式会社、●●●●、代表取締役、●●●●、申請地は、若宮町地

先の農地で、一団の農地が１０ha未満で、住宅公共施設等が連た

んした区域に近接している生産性の低い農地であることから、第

２種農地と判断をいたしました。契約内容は、売買です。転用目

的は、露天資材置場で、申請者は、既に近隣農地を資材置場とし

て転用しており、今後も話・相続がまとまったところから転用申

請をされ、資材置場として一体利用される予定です。立地基準上

やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

議第 ６３４ 号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、及び、議第 ６３５ 号、農地法第５条

第１項の規定による申請に対し、許可をすることについては、現

地踏査を行っていただいておりますので、その報告を求めます。 

結果報告を、１番、●●●●委員、よろしくお願いします。 

 

去る、３月３１日に、 

議第 ６３４ 号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、及び、議第 ６３５ 号 農地法第５条

第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

４番 ●●●●委員と 

５番 ●●●●委員 

と私、及び事務局職員で現地踏査を行い、農業委員会事務局に

おいて協議した結果を報告します。別添の地図と併せてご覧いた

だきたいと存じます。 

初めに、議第６３４号 農地法第4条第1項許可申請の案件につ

いて、報告させていただきます。 

番号１・２の案件です。 

てん末案件であり、事務局から説明がありましたとおり、立地

基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

次に、議第６３５号 農地法第５条第1項許可申請の案件につ

いて、報告させていただきます。 

はじめに番号１の案件です。 

申請地は、東川町の集落内の農地で、転用目的は、露天資材置
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場です。事務局から説明がありましたとおり、隣接の承諾を得ら

れていませんが、隣接農地との境界は３０cm後退し、L型擁壁を

設置し土砂の流出を防ぎます。雨水については、砕石処理である

ことから、地下浸透で処理される等の被害防除対策がされること

から、周辺農地への影響はないと考えます。立地基準上やむを得

ず許可できるものと判断をいたしました。 

次に番号２の案件です。 

申請地は、長光寺町の集落内の農地で、転用目的は、露天駐車

場です。畑であることから、盛土等はなく、整地のみされます。

雨水については、地下浸透で処理され、現況どおり利用されるこ

とから、特に問題ないと考えます。立地基準上やむを得ず許可で

きるものと判断をいたしました。 

次に番号３の案件です。 

申請地は、加茂町の集落内の農地で、転用目的は建売分譲住宅

です。隣接農地との境界に構造物を設置し、土砂の流失を防ぎま

す。また、雨水については、区域内に新設される側溝から、申請

地南の市道側水路に放流される計画であり、周辺農地への影響は

ないと考えられます。立地基準上やむを得ず許可できるものと判

断をいたしました。 

次に番号４の案件です。 

てん末案件であり、事務局から説明がありましたとおり、立地

基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

次に番号５の案件です。 

申請地は、長光寺町の集落内の農地で、転用目的は貸露天駐車

場です。隣接農地との境界は、申請人の農地であることから、法

面施工されます。雨水については、区域内に側溝を新設されるこ

とから、周辺農地への影響はないと考えます。立地基準上やむを

得ず許可できるものと判断をいたしました。 

次に番号６の案件です。 

てん末案件であり、事務局から説明がありましたとおり、立地

基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

最後に番号７の案件です。 

申請地は、若宮町地先の農地です。隣接農地との境界は、法面

施工され、法尻を素掘り水路にすることにより、土砂の流失を防

ぐ計画であり、周辺農地への影響はないと考えられます。立地基
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事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

以上、第４条許可申請２件、第５条許可申請７件、計９件の現

地踏査 結果報告を終わります。 

 

ご苦労さまでした。ただ今の案件で質問や意見はございません

か。 

 

 ５条の５番の案件ですが、鉄道沿いに生活道路がありますが、

●●番●に含まれているため、転用して生活道路がなくなるのは

困るので生活道路は確保されているのか確認したいです。 

 

 こちらは左側、近江鉄道側に生活道路がありますが、実際に測

量すると道も●●番●になるということでございます。今回●●

●●さんにこの転用にあたり生活道路として使わせて欲しいと地

元からもお願いされていましたので、現状通り使えるようにセッ

トバックした形で駐車場として利用されるとのことです。 

 

 他に質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

ただ今の現地踏査の説明のとおり、原案どおり許可相当とする

ことにご異議ございませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、提案どおり許可相当とすることに認めます。 

 

 それでは次に 

議第 ６３６ 号 事業計画変更の承認申請についてを議題とい

たします。 事務局の説明を求めます。 

 

 議第６３６号、事業計画変更の承認申請について、でございま

す。 

 農地法第５条第１項の規定により、令和３年９月１０日付けで

農地転用許可がされた農地について、次のとおり会長あて申請が

あったので、審議を求める。令和５年４月１０日、近江八幡市農
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

業委員会会長、●●●●。 

 番号１、土地の表示、野田町●●番、田、2,949㎡の内52.55

㎡、貸渡人につきましては、野田町●●番地、●●●●、借受人

につきましては。金剛寺町●●番地、株式会社●●●●、代表取

締役、●●●●、地図上申請地の北側の三角状の宅地に、現在、

住宅展示場をされており、その来客用駐車場として一時転用許可

を令和３年９月１０日付けで許可をしております。その一時転用

期間の更新の申請があったものです。当初の一時転用期間は令和

５年３月３１日までとなっておりましたが、令和５年８月１０日

まで延長されるという申請でございます。一時転用は最大３年と

決まっておりまして、その範囲内で８月１０日を過ぎれば現状回

復するということで確認はしております。理由については、転用

期間変更のため、区分については、使用貸借でございます。以上

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

皆様にお伺いいたします。ただ今の案件で質問や意見はござい

ませんか。 

 

  （特になしの声） 

 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

 議第 ６３６ 号 事業計画変更の承認申請については、原案ど

おり承認とすることにご異議ございませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

 ご異議なしと認めます。 

よって、原案どおり承認することに決定いたします。 

 

それでは、次に報告第 ３９１ 号 その他の専決報告について、

事務局の説明を求めます。 

 

 報告第３９１号、その他の専決報告について、農地法関連に基

づくその他の専決について、次のとおり報告する。令和５年４月

１０日、近江八幡市農業委員会事務局長。 
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 １、農地法第１８条第６項の規定に基づく賃貸借契約の合意解

約通知の受理について、こちらにつきましては、全て賃貸借契約

の解除で１６件ございました。以上、報告とさせていただきます。 

 

ただ今の、報告第 ３９１ 号 その他の専決報告について、質

問等はございませんか。 

 

 （特になしの声） 

 

 それでは、質問や意見等もないようであります。これらは報告

案件でございますので、了解いただきたいと存じます。 

 

 以上で本日の総会日程は終了しました。 

 これをもちまして第 １６２ 回定例農業委員会総会を閉会しま

す。 

  

 

 

 

 

閉会  午後２時００分 

 

   会議規則第２１条の規定により下記に署名する。 

 

   近江八幡市農業委員会会長 

 

      会議録署名委員               委員 

 

会議録署名委員               委員 

 

                          
                          
                          
            
 


